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議案第６号 

 

大阪市情報公開条例の一部を改正する条例案 

 

大阪市情報公開条例（平成13年大阪市条例第３号）の一部を次のように改正する。 

次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規

定の傍線を付した部分のように改め、改正後欄に掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定（以

下「対象規定」という。）を加える。 

改正後 改正前 

（公文書の公開義務） 

第７条 実施機関は、公開請求があったとき

は、公開請求に係る公文書に次の各号に掲

げる情報（以下「非公開情報」という。）の

いずれかが記録されている場合を除き、公

開請求者に対し、当該公文書を公開しなけ

ればならない。 

 [⑴ 略] 

 (1の2) 個人情報の保護に関する法律（平

成15年法律第57号）第60条第３項に規定

する行政機関等匿名加工情報（同条第４

項に規定する行政機関等匿名加工情報フ

ァイルを構成するものに限る。以下この

号において「行政機関等匿名加工情報」

という。）又は行政機関等匿名加工情報の

作成に用いた同条第１項に規定する保有

個人情報から削除した同法第２条第１項

第１号に規定する記述等若しくは同条第

２項に規定する個人識別符号 

 [⑵～⑺ 略] 

（第三者に対する意見書提出の機会の付与

等） 

（公文書の公開義務） 

第７条 [同左] 

 

 

 

 

 

 [⑴ 同左] 

 [新設] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 [⑵～⑺ 同左] 

（第三者に対する意見書提出の機会の付与

等） 
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第13条 [略] 

２ 実施機関は、第三者に関する情報が記録

されている公文書を公開しようとする場合

であって、当該情報が第７条第１号ただし

書、第２号ただし書又は第３号ただし書に

規定する情報に該当すると認められるとき

は、第10条第１項の決定（以下「公開決定」

という。）に先立ち、当該第三者に対し、公

開請求に係る公文書の表示その他市長が定

める事項を書面により通知して、意見書を

提出する機会を与えなければならない。た

だし、次の各号のいずれかに該当するとき

は、この限りでない。 

 [⑴・⑵ 略] 

[３ 略] 

（公益上の理由による情報の提供等） 

第33条 実施機関は、当該実施機関が保有す

る公文書に非公開情報（第７条第１号の２

又は第７号に該当する情報を除く。）が記録

されている場合であっても、公益上特に必

要があると認めるときは、当該非公開情報

の提供又は公表をすることができる。 

第13条 [同左] 

２ 実施機関は、第三者に関する情報が記録

されている公文書を公開しようとする場合

であって、当該情報が第７条第１号から第

３号までのただし書に規定する情報に該当

すると認められるときは、第10条第１項の

決定（以下「公開決定」という。）に先立ち、

当該第三者に対し、公開請求に係る公文書

の表示その他市長が定める事項を書面によ

り通知して、意見書を提出する機会を与え

なければならない。ただし、次の各号のい

ずれかに該当するときは、この限りでない。 

  

[⑴・⑵ 同左] 

[３ 同左] 

（公益上の理由による情報の提供等） 

第33条 実施機関は、当該実施機関が保有す

る公文書に非公開情報（第７条第７号に該

当する情報を除く。）が記録されている場合

であっても、公益上特に必要があると認め

るときは、当該非公開情報の提供又は公表

をすることができる。 

備考 表中の[ ]の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線

は注記である。 

   附 則 

 この条例は、令和５年４月１日から施行する。 

  令和５年２月９日提出 

大阪市長  松 井 一 郎  

 

説 明 

 個人情報の保護に関する法律の一部改正に伴い、公開請求がされた場合において公開しないこと

とする情報の範囲を改めるため、条例の一部を改正する必要があるので、この案を提出する次第で
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ある。 


